
船舶インシデント調査報告書 

平成３０年５月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２９年８月３０日 １９時００分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐
い き

市勝本
かつもと

港北方沖 

 若宮灯台から真方位０１１°３８海里付近 

 （概位 北緯３４°３０.０′ 東経１２９°４９.０′） 

インシデントの概要  漁船新漁
しんりょう

丸は、操業中、主機が始動できなくなり、運航不能とな

った。 

インシデント調査の経過 平成３０年２月７日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 新漁丸、１８トン 

 ＮＳ２－１５７０５（漁船登録番号）、個人所有 

 第２９０－４７５５６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

日没時刻：１８時５１分ごろ 

 インシデントの経過等 

 

本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、勝本港北方沖でいか
．．

一

本釣り漁の操業をしていた。 

船長は、発電機からの異音を聞き、発電機を駆動している主機を

停止して点検を行ったが、異音が発生する要因が分からなかった。 

船長は、主機を始動することができなかったので、自力航行がで

きないと判断し、所属する漁業協同組合の取締船に救援を依頼し

た。 

本船は、来援した取締船によって勝本港にえい
．．

航された。 

本船は、機関整備業者が発電機を点検したところ、発電機の軸受

等が破損していることが判明し、後日、中古の発電機に換装され

た。 

 

 発電機は、約１０年前に開放整備が実施され、６、７年前に軸受

が交換された後、破損した軸受の整備が行われていなかった。 

分析 本船は、勝本港北方沖で操業中、主機が駆動している発電機の軸

受が破損したことから、主機が始動できなくなり、運航不能となっ

たものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、日没後の薄明時、勝本港北方沖で操



 

業中、主機が駆動している発電機の軸受が破損したため、主機が始

動できなくなったことにより発生したものと考えられる。  

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考

えられる。 

 ・運航に必要となる発電機は、運転時間及び使用期間を考慮し、

定期的に点検及び整備することが望ましい。 


